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１． 選考の基本的な考え方について 

桑名市が、保育所給食調理等の業務を委託する業者は、保育所、学校、病

院給食調理等の業務に実績があり、調理技術、安全衛生管理等の社内教育を

積極的に行っている意欲的な企業で、かつ、保育所給食の意義や目的を十分

理解している企業であること。また、調理員を安定的に雇用しており、かつ、

その企業の経営状態等も安定して継続的に業務を行っていること。 

このような基本を踏まえ、プロポーザル提案書並びにヒアリングの内容をも

とに適正な選考を行うための基準を以下のとおり定め、より良い委託業者を

選定する。 

  

２． 業者選考基準について 

（１）保育所給食に対する基本的な考え方について（「様式１」関係） 

① 就学前教育の一環としての保育所給食の意義や目的を理解し、その重要

性を認識していること。 

② 保育所給食に対するコンセプトを有し、その実現に向けて積極的な提案

がなされていること。 

（２）安全衛生管理体制の不測事態対応について（「様式２」関係） 

① 厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び文部科学省の「学

校給食衛生管理基準」に準じた衛生管理マニュアルが自社において確立

されていること 

② 従事者に対する健康管理が確実に行われていること。 

③ 設備・衛生項目等の検査を自主的に実施し、安全管理体制が徹底するこ

と。 

④ 不測の事態など非常時の対応マニュアルが確立されていること。 

（３）調理従事者に対する研修計画等について（「様式３」関係） 

① 食品の安全衛生や調理技術の向上に関する教育･研修体制が確立されて

いること。 

② 給食の開始に向けての従業員の確保と研修･訓練等の取り組みについて

の体制が確立されていること。 

③ 保育所給食の特色・特性等を把握するため、本市等行政機関が開催する

研修に従事者を参加させることができること。 



（４）調理従事者の配置計画について（「様式４」関係） 

① 仕様書で示す従事者の数・資格・経験年数が確保されていること。 

② 調理従事者の勤務体制や休暇などにおける代替要員の確保と対応シス

テムが確立されていること。 

（５）業務遂行能力について（「様式５」・会社概要調査票等・受託実績・決算

内容を参考） 

① 会社の経歴及び経営状況が健全であり、業務を継続して安定的に確実に

履行する能力があること。 

② 保育所、学校等給食調理業務の受託実績があり、良好であること。 

③ 委託者側の指揮命令系統が確立され、幼保支援課からの指示事項が迅

速・的確に伝達される体制づくりがなされること。 

④ 業務履行が不可能になった場合、上記条件を満たした業務の継続履行が

保証される代行体制が整備されていること。 

⑤ 製造物賠償責任保険等の損害補償制度に加入していること。 

 

 

 

 

３． 選定審査基準 

  選定審査の項目は次のとおりとする。 

審査番号 審査項目 

１ 保育所給食に対する基本的な考え方 

２ 安全衛生管理体制と不測事態の対応 

３ 調理従事者に対する研修計画等 

４ 調理従事者の配置計画 

５ 業務遂行能力 

 

 

 

 

 

 

 



４． 評価基準 

（１）審査項目に対する評価基準及び評価点数は次のとおりとする。 

   

 

評 価  基 準 評 価 点 数 

お お い に 評 価 で き る ５ 

評 価 で き る ４ 

普    通 ３ 

あ ま り 評 価 で き な い １ 

評 価 で き な い（不適切である） ０ 

 

（２）判定 

  各審査項目の評価点数は、前項のとおり「おおいに評価できる：５点」

から「評価できない：０点」の加点方法により評価を行い、その総合点数

で判定する。 

  なお、審査番号２、４は重要項目であるため、評価点数を各々１.５倍に

割増する。 

    委員会の審査において、不適切であると評価された項目が 1 つでもあっ

た業者は、他の評価内容に関わらず委託候補者の対象とはしない。また、

合計点の６０％に満たない場合は対象としない。 

 

５． 候補者の選定方法 

（１）候補者の選定 

委員長を含む各委員が審査項目により審査し、その評価を各審査項目

別に評価点数で判定し、委員全員の総合点を集計した結果、最高得点

を獲得した業者を委託候補者として選定する。なお、最高得点を取得

したものが 2 者以上となった場合には重要項目の審査番号２、４の合

計得点で判定し、候補者を選定する。 

（２）次点者の選定 

   前項より選定した業者が辞退その他の理由で契約できない場合は、次

点者を候補者とする。 

    

 

 

 


